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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部東道路の早期

整備について 

 

 

 

 

 

 

(1) 本島南部の東部地域

から南風原町内を結ぶ

南部東道路の早期供用

に向けた予算確保及び

体制強化による整備促

進を図るとともに南城

つきしろＩＣからの延

伸を実現していただき

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 南部東道路は、本島南部の東部地域から那覇空港や県都那覇市を結

び、さらに本島中北部地域への連絡道路として、重要な役割を果たす道

路で沖縄県道路整備プログラム（２０２３年３月沖縄県土木建築部）に

ハシゴ道路ネットワークとして位置づけられ、世界文化遺産の「斎場御

嶽」や神々の島「久高島」など、多くの観光拠点を有する南城市から那

覇空港自動車道や周辺の国道・県道を結ぶ広域ネットワークを形成する

重要な路線である。 

  特に南城市は三方を海に囲まれ、海抜の低い地域に多くの市民が暮ら

しているほか、昨今の地球温暖化による大型台風の襲来に加え、沖縄近

海を震源とする地震による津波発生も指摘され、南城市東部地域の災害

時における住民及び観光外来者の避難・救助・物資提供等を担う道路ネ

ットワーク構築が急務となっている。 

  当該道路は、平成２３年４月に事業着手し、平成３０年３月には那覇

空港自動車道への直接乗入れ計画変更が認められ、その整備効果は、広

域的な交通及び物流面の利便性が飛躍的に向上し、本県の均衡ある発展

に大きく寄与するものと期待されている。 

  しかしながら、平成２３年度の事業着手から１４年が経過している

が、これまでの進捗状況から、現在目標とする２０２０年代後半の全線

供用（暫定２車線）開始も全く見通せない状況にある。 

  また、南城市では令和６年８月に県内初出店となるコストコ沖縄南城

倉庫店が開業し、アクセス道路となる県道８６号線と県道１３７号線及

び周辺道路において大規模な交通渋滞が発生した。依然として土日祝日

において交通量増加による交通渋滞が発生し、住民生活や地域の経済活

動に支障を来している。今後も当該地周辺において商業施設等の開発が

共  通 

南 城 市 

与那原町 

南風原町 

 

道路街路課 
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(2) 南部東道路・南風原区

間の早期整備をしてい

ただきたい。 

 

 

見込まれており、更なる交通渋滞の発生が懸念されるなど、当該道路の

整備の遅れは、住民生活の利便性、観光や防災面からも大きな課題とな

っている。 

  こうした状況から、引き続き、南城つきしろＩＣからの延伸及び全線

４車線化の実現について取り組む必要がある。 

 

(2) 南部東道路は、２環状７放射道路に位置づけられており、広域道路ネ

ットワークの構築や南部圈域の振興発展の支援を目的とする重要な道

路である。 

現在、那覇空港自動車道と新たなジャンクションによる接続に向け都

市計画変更を行っているが、起点側である南部東道路の南風原区間を暫

定供用に向け平面にて早期整備しなければ効果は発揮出来ない。平面で

の早期整備を取り組むことで南部東道路に関連する黄金森公園線、宜野

湾南風原線とより大きな効果を発揮することから、南部東道路の平面で

の早期整備が必要である。 
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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般県道２５６号

線豊見城糸満線（豊見

城市名嘉地から糸満

市真栄里）の早期整備

について 

 

一般県道２５６号線豊

見城糸満線は、昭和５９年

に幅員３０ｍ、平成５年に

は幅員２０ｍで都市計画

決定され、当該路線は、中

南部都市圏主要幹線道路

に位置づけられているこ

とから、拡幅及び早期整備

を推進していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

一般県道２５６号線豊見城糸満線（豊見城市名嘉地交差点から糸満市真

栄里までの間）は、昭和５９年度と平成５年度に豊見城市名嘉地交差点か

ら糸満市真栄里までの約６．６ｋｍの間で都市計画決定されており、これ

まで一部区間において国道直轄事業や、県道整備等による交差点改良、糸

満市関連事業等に伴う拡幅整備が行われてきたものの、残りの糸満市真栄

里までの２．１ｋｍ区間ついては、未だ事業着手に至っておらず、豊見城

区間と同時並行で整備を行うことにより効果的な事業実施が図られる。 

また、当該路線は、中南部都市圏主要幹線道路に位置づけられ、沖縄西

海岸道路（豊見城道路・糸満道路）の開通や豊崎・潮崎地区の開発等によ

って、南部地域における広域観光周遊ルートを形成するほか、糸満市の文

化行事に利用される重要な路線である一方、豊崎地区のイーアス沖縄豊崎

の開業や旧豊見城市役所跡地へのドン・キホーテ豊見城店の開業等によっ

て交通渋滞が激しく、更に令和５年度においては、小禄道路の名嘉地ラン

プの撤去に伴い当該路線へ交通量が集中することや、糸満市においても昨

年度事業認可を受けた真栄里土地区画整理事業地区や現在進行中である

南部病院跡地等造成事業の整備計画など、今後、更なる交通渋滞が懸念さ

れることから、川尻橋から糸満市真栄里までの２．１ｋｍ区間を含め、早

期に事業を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

共  通 

糸 満 市 

豊見城市 

与那原町 

 

道路街路課 
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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

３ 

 

 

 

 

 

 

国道５０７号の早

期整備について 

 

(1) 国道５０７号の八重

瀬町屋宜原から同町具

志頭までの区間及び津

嘉山自動車学校前から

那覇糸満線までの区間

を早期整備していただ

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 国道５０７号の八重

瀬町友寄から同町伊覇

までの両側歩道を整備

していただきたい。 

 

 

 

 

(1) 国道５０７号の整備は、八重瀬町の島尻教育事務所付近までの区間は

都市計画道路として平成５年に決定され、整備事業が推進されている。

津嘉山バイパスについては、平成２６年４月に全線供用されたところで

あるが、八重瀬道路（屋宜原から具志頭までの区間）については、令和

６年完成供用に向け整備推進されているが、字東風平地内の国道５０７

号と県道７７号線との交差点は、朝夕問わず渋滞している状況にあり、

南風原町津嘉山自動車学校から那覇糸満線までの区間は、令和３年度道

路交通センサスにおいても１８,３２７台／日と非常に交通量が多く、

渋滞が発生している状況にある。 

また、津嘉山自動車学校前から那覇糸満線までの沿線の建物も老朽化

が進み、まちづくりへの影響や地震などの自然災害の際には甚大な被害

が想定されることや、周辺地域のまちづくりに大きな支障を来す恐れが

ある。 

当該路線は、島尻中央部の活性化、さらに島尻地域の骨格道路として

寄与するものであり、早期に事業を推進する必要がある。 

 

(2) 八重瀬町字友寄から同町伊覇へ向けての一部区間については、片側歩

道で、歩行者は車道からの歩行を余儀なくされ、非常に危険な状況であ

るため、交通安全の観点から早急な整備が必要である。 

 

共  通 

南風原町 

与那原町 

八重瀬町 

道路街路課 

道路管理課 
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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

４ 

 

 

 

 

 

 

 主要地方道糸満与

那原線の早期整備及

びバイパス整備につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 県道糸満与那原線の

与那原町から南城市を

結ぶ区間において、当該

路線を補完する本道路

の整備に一刻も早く着

手していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 国道３２９号と県道７７号線（糸満与那原線）との交差点（大里入口）

及び国道３２９号与那原三差路は、道路交通の流れを東西南北へ切り替

えるハシゴ道路として重要な結節点となっており、朝の通勤時間帯、夕

方の帰宅時間帯に限らず慢性的な交通渋滞が発生している。 

また、与那原町東浜及び西原町東崎には、大型ＭＩＣＥ施設の供用開

始が予定されており、南部地域からの大型ＭＩＣＥ施設利用者による更

なる交通渋滞が予想される。 

令和４年８月には、沖縄県マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業基本

計画も公表され、沖縄県と連携を図りながら大型ＭＩＣＥ施設を中心と

した魅力ある周辺環境整備に取り組んでいる。 

県においては、広域道路整備基本方針に基づき、ハシゴ道路や２環状

７放射道路の整備が進められており、県道７７号線（糸満与那原線）は

放射道路である南部東道路や国道５０７号と交差していることから、重

要な道路ネットワークを形成する主要地方道である。 

よって、慢性的な渋滞の緩和、大型ＭＩＣＥ施設や南部各地域の観光

施設への受入体制の強化のため、与那原町字与那原と南城市の区間にお

いて県道７７号線（糸満与那原線）を補完する道路の早期整備が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

共  通 

糸 満 市 

南 城 市 

与那原町 

八重瀬町 

道路街路課 
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(2) 南部地域における重

要ネットワーク道路で

ある主要地方道糸満与

那原線（県道７７号線）

の歩道等の拡幅及び景

観にも配慮した整備に

一刻も早く着手してい

ただきたい。 

 

 

(2) 主要地方道糸満与那原線（県道７７号線）は、広域道路基本方針に基

づき、ハシゴ道路や２環状７放射道路の整備が進められ、南部東道路や

国道５０７号と交差し南部地域を縦貫するとともに、国道３２９号と県

道７７号線（糸満与那原線）との交差点（大里入口）及び国道３２９号

与那原三差路は、道路交通の流れを東西南北へ切り替えるハシゴ道路と

して、糸満市西崎工業地帯と中城湾工業地帯とを結ぶ中南部地域のネッ

トワーク道路としても重要な役割を果たす路線である。 

一方で、屋宜原変則交差点や南城大里ＩＣから稲嶺十字路までの八重

瀬町と南城市境界付近においては慢性的な交通渋滞を引き起こし、八重

瀬町内の県道１３４号線までの区間では、歩道の幅員が狭く右折帯もな

いことから、朝の通勤時間帯や夕方の帰宅時間帯に限らず慢性的な交通

渋滞が発生している状況である。 

よって、慢性的な交通渋滞の緩和とあわせて、風景づくり促進地区に

認定され、糸満市景観審議会にて修景検討の審議を終え答申を受けた糸

満ロータリー・ラウンドアバウト等の交差点改良のほか、地域振興の発

展のため、景観に配慮した電線類地中化及び道路拡幅などの早期整備が

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

５ 

 

 

 

 

 

 

県道東風平豊見城

線の早期整備及び延

長整備について 

 

(1) 豊見城中央線（県道２

５６号線）から翁長（北）

交差点までの区間につ

いて、早期に整備共用し

ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

(2) 県道２４９号線東風

平豊見城線の東風平地

域も並行して早期整備

と事業推進に取り組ん

でいただきたい。 

 

(3) 東風平豊見城線を南

城市大里まで延長整備

をしていただきたい。  

 

(1) 当該道路（上田～翁長間）は、那覇空港自動車道名嘉地インターの開

通及び豊見城中央線（県道２５６号線）の交通量が飛躍的に増加したこ

とで、豊見城市内中心部における交通渋滞が慢性的に発生している状況

にあり、交通渋滞解消を図る観点からも早期の整備供用が必要である。 

  また、県道２５６号線上田交差点から宜保地内区画整理地域側につい

ては片側２車線での整備完了及び県道２５６号線から県営渡橋名団地

区間の一部は片側１車線での供用が開始され、以前に比べかなり交通渋

滞緩和につながっているものの、翁長（北）交差点及び宜保交差点にお

いては、慢性的な渋滞が発生している状況であることから早期供用を図

る必要がある。 

 

(2) 県道２４９号線東風平豊見城線は、島尻の中央部八重瀬町東風平と豊

見城市を結ぶ地域振興のための重要な路線であり、平成１０年度に豊見

城市字豊崎～宜保交差点の区間については事業が着手されているが、豊

見城市字高安地域～東風平地域については、天理教施設付近の歩道整備

等が未着手のため早期に着手し、並行して早期に整備する必要がある。 

 

(3) 当該道路は、豊見城市与根から八重瀬町友寄の国道５０７号までの計

画となっているが、同計画を南城市大里の県道４８号線まで延長するこ

とにより３市町及び那覇市が連結され、那覇空港等への交通アクセスの

大幅な改善が期待されるとともに、稲嶺十字路及び外間交差点の慢性的

な交通渋滞を緩和し、地域間連携の強化・土地利用の増進・観光振興等

に寄与することから延伸整備が必要である。 

 

共   通 

豊見城市 

南 城 市 

与那原町 

八重瀬町 

道路街路課 
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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

６ 

 

 

 

 

 

 

県道５２号線及び

県道１３１号線の早

期整備について 

 

(1) 県道５２号線、八重瀬

町富盛交差点から同町

新城の県道１３１号線

までの未整備区間を早

期整備していただきた

い。 

 

 

(2) 県道１３１号線の八

重瀬町新城から同町東

風平までの両側歩道を

整備していただきたい。 

 

(1) 当該県道は、糸満市与座から八重瀬町字新城までの延長 ４，８２０

ｍで県道１３１号線を経由し南城市玉城前川までを結び、全国的に有名

な観光地である国内最大級の鍾乳洞「沖縄ワールド文化王国・玉泉洞」

への重要なアクセスを担っているルートでもある。 

しかし、同県道は八重瀬町字新城及び糸満市字与座の一部区間が未整

備であるため、隣接する小学校や幼稚園への登下校やマイカー通勤に対

する安全性が保てない状況にあるため、早期整備が必要である。 

 

(2) 県道１３１号線は、平成２１年度までに県道１７号線から八重瀬町字

新城農協集出荷場付近まで両側歩道等で整備が実施されたが、残りの同

町新城から同町東風平（国道５０７号）までの間については片側歩道で、

しかも歩道が狭いうえに植栽等の雑草が繁茂し、歩行者は、車道からの

歩行を余儀なくされ非常に危険な状況のため早急な整備が求められて

おり、通勤・通学・地域の交通安全の確保と地域産業の振興・発展から

も早期整備が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共  通 

糸 満 市 

与那原町 

八重瀬町 

道路管理課 
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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

７ 

 

 

 

 

 

 

県管理道路の植樹

帯等の維持管理につ

いて 

 

県管理道路の植樹帯等

の雑草が繁茂し歩行者等

の通行に支障をきたして

いるため、交通安全等の確

保と景観保全の観点から

除草等の維持管理を行っ

ていただきたい。 

 

植樹帯設置による低木等植栽管理については、観光立県にふさわしい緑

化環境を形成するため「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン（Ｈ２９．

３）」に基づき、適正な雑草対策が進められているが、既設の県管理道路の

植樹帯に雑草が繁茂し歩行者等の通行に支障をきたし、交差点やカーブ等

での見通しが悪く歩行者は車道通行を余儀なくされるなど危険な箇所が

あり、このような状態は景観を損ねるだけでなく道路本来の安全通行機能

に支障を来している。 

また、久米島町内の県道維持管理を久米島町が管理受託し実施している

が、仕様書に基づく除草回数では雑草の成長に追い付かず、歩道や車道ま

で繁茂した際には、歩行者が車道にはみ出て通行するなど危険な状況が見

受けられ、経年による舗装の劣化や損傷、白線の消失や横断防止柵、転落

防止柵についても腐食等による欠損、倒壊が多くあり、安全な通行に影響

を及ぼしているため、安全で快適な道路植栽を維持するため地域実状に合

った除草等の維持管理を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共  通 

豊見城市 

与那原町 

八重瀬町 

久米島町 

 

道路管理課 
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【 継 続 】 

番号 要望事項 要望内容 要望の理由 市町村 所管課等 

８ 

 

 

 

 

 

 

南部地域における

新たな公共交通シス

テム（鉄軌道、モノレ

ール延伸、ＬＲＴを含

む）の整備について 

 南部地域への軌道系を

含む新しい公共交通シス

テムの導入について早期

に調査・検討をしていただ

きたい。 

 

現在、鉄軌道の概略ルートは名護～那覇となっており、那覇以南の区間

は採算性の低下を招くとして除外されている。また、モノレールの延伸に

ついても費用便益や採算性の課題から構想が進展していない状況である。 

また、那覇市周辺の慢性的な交通渋滞は、観光や物流、産業活動の発展

の大きな阻害要因となっており、加えて、南部地域は今後、新たなリゾー

トホテルや水産物地方卸売市場の開業、物流団地の整備など更なる発展が

見込まれ、交通需要により一層の増大が予想される地域である。 

さらに、２０２３年度に県が実施したパーソントリップ調査の速報値で

主な移動手段での自家用車利用率が７２．５％と明らかになっている一方

で、約２５％は７５歳以降においては運転やめたいと考えているとの結果

も出ていることから、これらの状況の改善には、自家用車及びレンタカー

の利用から公共交通への転換が必要であり、そのためには定時定速性が確

保できる軌道系交通の導入が最も有効である。 

ついては、将来的な需要増加を踏まえて軌道系交通導入による住民生活

環境の向上、観光振興の推進、地域経済の生産性の向上といった視点から

調査を行い、南部地域への軌道系を含む新しい公共交通システムの導入に

ついて引き続き検討することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

共  通 

糸 満 市 

与那原町 

八重瀬町 

都市計画・ 

モノレール課 
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